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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て
・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

タ
ウ
ンin

fo
rm
atio
n

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会
・

消
費
の
豆
知
識

▼
農
業
委
員

・
募
集
人
数　

12
人
（
法
令
に
よ
り
、

認
定
農
業
者
が
過
半
を
占
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）

・
任
用
期
間　

令
和
５
年
７
月
20
日
〜

令
和
８
年
７
月
19
日
の
３
年
間

・
身　

分　

非
常
勤
特
別
職
の
職
員

・
職
務
内
容　

農
地
の
権
利
移
動
や
転

用
に
係
る
許
認
可
お
よ
び
農
地
利
用

の
最
適
化
の
推
進
等

・
委
員
報
酬　

年
額
40
万
円
（
成
果
実

績
に
応
じ
て
割
増
有
り
）

▼
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

・
募
集
人
員　

30
人
（
町
内
30
区
域
定

員
各
１
人
。
区
域
の
内
訳
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
農
業
委
員
会

事
務
局
窓
口
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

・
任
用
期
間　

令
和
５
年
７
月
20
日
〜

令
和
８
年
７
月
19
日
の
３
年
間

・
身　

分　

非
常
勤
特
別
職
の
職
員

・
職
務
内
容　

農
地
利
用
の
最
適
化
推

進
業
務
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
現
地
で

の
調
査
・
指
導
等

・
委
員
報
酬　

年
額
30
万
円
（
成
果
実

績
に
応
じ
て
割
増
有
り
）

12
月
議
会
定
例
会
で
同
意
さ
れ
た
人

事
案
件
に
つ
い
て
、
１
月
１
日
付
け
で

金
田
裕
美
子
さ
ん
（
田
代
）
が
教
育
委

員
会
委
員
に
任
命（
新
任
）さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令

和
６
年
９
月
30
日
で
す
。

▼
問
合
せ　

学
校
教
育
課
庶
務
管
理
係

☎
72 

６
９
２
2

▼
推
薦
・
応
募
に
係
る
手
続
き（
共
通
）

農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
と
も
に
、
所
定
の
届
出
様
式
に

必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
の
上
、
公

募
受
付
期
間
内
に
農
業
委
員
会
事
務

局
（
役
場
本
庁
２
階
）
へ
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

※
募
集
要
項
と
届
出
様
式
は
、町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
農

業
委
員
会
事
務
局
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

▼
受
付
期
間
（
共
通
）　

３
月
１
日
㈬

〜
30
日
㈭
（
必
着
）

（
平
日
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

※
受
付
期
間
は
、
延
長
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
受
付
期
間

終
了
日
以
降
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
ま
す
。

※
法
令
に
基
づ
き
、
中
間
お
よ
び
期
間

終
了
後
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
推
薦
・

応
募
の
内
容
を
公
表
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
72 

６
９
２
５

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
期
限
は
令
和
５
年

３
月
31
日
ま
で
で
す
。

▼
３
月
の
接
種
日

〇
乳
幼
児
・
小
児
の
方

　

３
月
25
日
㈯
、
29
日
㈬

〇
12
歳
以
上
の
方

３
月
４
日
㈯
、
８
日
㈬
、
11
日
㈯
、

18
日
㈯
、
20
日
㈪
、
27
日
㈪

※
12
歳
以
上
の
接
種
は
、
３
月
27
日
が

接
種
最
終
日
で
す
。

※
４
月
以
降
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
未
定

（
１
月
31
日
時
点
）
で
す
。

▼
問
合
せ　

町
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

接
種
推
進
室

☎
73 

5
0
9
1

犯
罪
被
害
者
等
へ
の
必
要
な
支
援
を

推
進
し
、
町
民
等
が
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
条
例
の
制

定
を
進
め
て
い
ま
す
。
策
定
に
あ
た
り
、

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▼
案
件
名　

「
那
須
町
犯
罪
被
害
者
等

支
援
条
例
（
案
）
」

▼
意
見
を
提
出
で
き
る
方

①
町
内
在
住
、在
勤
、在
学
し
て
い
る
方

②
町
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方

③
町
に
対
し
納
税
義
務
を
有
す
る
方

▼
募
集
期
限　

2
月
24
日
㈮
（
郵
送
は

２
月
24
日
ま
で
の
消
印
有
効
）

▼
閲
覧
方
法

①
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

②
保
健
福
祉
課
窓
口（
平
日
開
庁
時
間
内
）

▼
意
見
の
提
出
方
法　

保
健
福
祉
課
窓

口
に
持
参
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子

メ
ー
ル
、
郵
送
の
い
ず
れ
か
の
方
法

で「
意
見
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
意
見
書
」
は
保
健
福
祉
課
窓
口
ま

た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
電
話
や
口
頭
に
よ
る
意
見
の
受
け
付

け
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
個
人
情
報
は
目
的
以
外
に
使
用
し
ま

せ
ん
。

▼
意
見
の
公
表
方
法
等

提
出
さ
れ
た
意
見
に
対
す
る
町
の
考

え
方
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
し

ま
す
。
個
別
の
回
答
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
本
件
に
直
接
関
係
が
な
い
意
見

に
は
、
町
の
考
え
方
は
示
し
ま
せ
ん
。

▼
提
出
・
問
合
せ

保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

〒
３
２
９
‐
３
２
９
２

那
須
町
大
字
寺
子
丙
３
‐
13

☎
72 

６
９
１
７

FAX 

72 

０
９
０
４

hoken@tow
n.nasu.lg.jp

令和5年7月19日をもって任期満了となる農業委員並び
に農地利用最適化推進委員の推薦・応募を受け付けます。

農業委員会の各委員を公募します！ 教育委員会の
新しい委員を
ご紹介します

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
お
知
ら
せ

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
す

「
那
須
町
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
（
案
）
」

【
教
育
委
員
会
委
員
（
新
任
）
】

　
金
田
裕
美
子
氏

か
な   

だ


